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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、持続的な成長と社会への貢献を目指していく中で、迅速かつ透明性ある意思決定を行っていくことが重要であると認識しており
ます。

その認識のもと、企業価値の拡大に合わせた意思決定体制の構築、及び経営陣・全社員へのコンプライアンスの徹底を行い、株主、取引先、従
業員等のすべてのステークホルダーに対する利益の最大化を図ります。

そのため、当社グループは経営環境の変化に迅速かつ公正に対応する意思決定機関を構築し、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財
務の健全性を確保して信頼性を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築するこ
と、並びに監査役が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」については、その全てを実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社カヤック 1,427,000 52.15

谷田　優也 175,000 6.39

原田　清士 35,000 1.28

タカス　キヨシ 30,000 1.10

J.P.MORGAN SECURITIES PLC 27,500 1.01

古澤　明仁 25,000 0.91

株式会社SBI証券 24,500 0.90

楽天証券株式会社 18,600 0.68

藤本 博嗣 18,200 0.67

浅野　洋将 17,333 0.63

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 株式会社カヤック　（上場：東京）　（コード）　3904

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 10 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社グループは、株式会社カヤックおよび同社の連結子会社・持分法適用関連会社により構成される企業グループに属しております。事業運営
においては当社グループ独自の判断に基づき実施しており、月次業績報告、内部監査等での連携は行っておりますが、株式会社カヤックと事前
協議が必要な事項はございません。当社グループは、株式会社カヤックおよび同グループ企業との連携・協業によるシナジーの最大化が、少数
株主の利益拡大にも資するものと考えております。

取引を実施する際には、少数株主保護の観点から、取引条件の経済合理性を担保すると共に、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会
の決議を経て行うこととしております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社グループと親会社である株式会社カヤックとの間には、役員の兼任などの人的関係は存在しません。また、経営指導等に関する契約やその
他当社グループの自由な事業活動や経営判断が阻害されるような状況も生じておらず、当社グループの経営の独立性は確保されております。

一方で、当社の役員構成については、取締役４名中、独立社外取締役は1名(なお、監査役3名は全員社外監査役)に留まっており、子会社上場に
おける少数株主保護の重要性も踏まえ、今後、独立社外取締役の増員について検討を行う方針です。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

田村 征也 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田村 征也 ○ ―――

エンタメコンテンツ(ゲームやプロスポーツ)の経
営を経験してきた知見があり、事業拡大への躍
進に寄与していただくことを期待するとともに、
これら経験を基にした経営サポート、特に当社
において今後発生するであろう事業的・組織的
リスクについて少し先を行く経営者として、当社
の経営を監督していただけるものと判断し、社
外取締役として選任しております。

また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく
一般株主との利益相反を生じる恐れがなことか
ら、一般株主の利益保護を充実していただきた
いと考え、独立役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人、及び内部監査室長は、概ね四半期に1回程度の頻度で三様監査を実施し、会計監査、業務監査及び会社の内部統制状況
について結果を共有するとともに、問題点の把握・改善勧告等を日常的に行い、監査機能がより有効・適切に機能する体制を構築しております。

社外監査役の選任状況 選任している



社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

岩﨑 恵子 公認会計士

松本 祐輝 弁護士

山田 洋司 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

岩﨑 恵子 ○ ―――

公認会計士としての高度な専門的知識に基づ
き、当社の業務執行に関する意思決定におい
て妥当性及び適正性の見地から適切な提言を
いただくことを期待し、社外監査役として選任し
ております。

また、同氏は東京証券取引所が規定する独立
役員の要件を満たし一般株主との利益相反が
生じる恐れがないことから、独立役員として指
定しております。

松本 祐輝 　 ―――

弁護士としての法律全般に関する豊富な知識
を有するとともに、eスポーツ業界における関連
業法についても精通しており、当社の業務執行
に関する意思決定において妥当性及び適正性
の見地から適切な提言をいただくことを期待
し、社外監査役として選任しております。

また、同氏は東京証券取引所が規定する独立
役員の要件を満たしており、一般株主との間に
利益相反を生じる恐れがないと判断しておりま
すが、同氏の所属する法律法人の方針により
独立役員の指定、届け出は行いません。

山田 洋司 ○ ―――

長年に亘るIT業界での経歴と経営者としての
経験があり、客観的な立場から当社の職務遂
行について監査していただける事を期待し、社
外監査役として選任しております。

また、同氏は社外監査役の経験自体は当社が
初となりますが、独立的かつ中立的な立場から
職責を十分に果たすことが可能であり、更に同
氏は東京証券取引所が規定する独立役員の
要件を満たし一般株主との利益相反が生じる
恐れがないことから、独立役員として指定して
おります。



【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

-

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社の経営及び業績向上への参画意識を高め、当社の長期的な企業価値向上を支えるインセンティブとして、社内取締役、従業員に対し、就任
時期や在籍期間、職位、今後の事業成長への貢献度などを勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外役員と常時情報の交換・連携・協議が実施できる体制としております。また、会社状況をタイムリーに把握するために、定期的に経営会議等
の議事録を共有するなどサポートを行っております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(a) 取締役会

当社の取締役会は取締役４名により構成されており、月１回定時取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、経営に関する重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行状況を多面的に監督・監視し、当社の経営の効率性及び透明
性を確保できるよう努めております。

(b) 監査役会

当社の監査役会は３名（全て社外監査役）で構成されており、うち１名は常勤監査役であります。各監査役は、監査役会で策定された監査役会規
程、監査役監査基準及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、必要に応じて意見を率直に表明するとともに、取締役
及び事業部門にヒアリングをおこない、社外の独立した立場から経営に対して適正な監視を行うこととしております。さらに、内部監査人及び会計
監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

(c) 事業部長会議

原則として毎週１回開催しております。事業部長会議には、社内取締役、事業部長、その他取締役が必要と認める者が参加しております。なお、
常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。 事業部長会議では、各事業部門及び管理部門から業務執行状況が報告されるとともに、そ

れに基づき計画策定・ 修正について討議をおこなっております。また、会社全体にわたる重要な情報の収集・分析結果及び各部門が直面する事

業機会と課題について経営幹部が共有し協議しております。これは取締役その他の意思決定者による迅速かつ的確な経営判断に資するととも
に、部署間の協力体制を促進することを目指すものであります。

(d) コンプライアンス委員会

当社は、コンプライアンスに関する事項の協議を行い、法令等の遵守徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置しております。当委員会は、
代表取締役が委員長を務め、取締役１名、その他委員長の指名する者で構成され、常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。 また、

原則として、毎月１回開催しております。

(e) リスク管理委員会

当社は、リスク管理の検討、審議等を行うためリスク管理委員会を設置しております。当委員会は、代表取締役が委員長を務め、取締役１名、そ
の他委員長の指名する者で構成され、常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。 また、原則として、毎月１回開催しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営の透明性・効率性の確保、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会設置会社及び監査役会設置会社を選択しており、取
締役４名（うち社外取締役１名）、監査役３名（うち社外監査役３名）を選任しております。また、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会を設置す
ることにより、ガバナンス体制の強化を図っております。

また、当社は、親子上場の子会社であることから、独立性の高い社外取締役（東京証券取引所が一般株主の保護のために確保を義務付けている
独立役員に指定しております。）を選任し、経営を監督する体制を構築しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の皆様が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の早期発送に努めて
まいります。

集中日を回避した株主総会の設定
多数の株主が株主総会に出席できるように、実際の開催日についても集中日を避けるよ
うに留意してまいります。

電磁的方法による議決権の行使 今後、検討すべき事項として考えております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後、検討すべき事項として考えております。

招集通知（要約）の英文での提供 今後、検討すべき事項として考えております。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社グループはディスクロージャーポリシーを作成、公表しております。

詳細は弊社サイトをご参照ください。

https://gloe.jp/ir/policy/

個人投資家向けに定期的説明会を開催 IR支援会社のイベント等へ適宜参加しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期において説明会および説明動画等を配信しております。

更に国内外のアナリスト、機関投資家とのスモールミーティングや個別ミーティ
ングを積極的に実施しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 今後検討すべき事項と考えております。 あり

IR資料のホームページ掲載 決算短信、決算説明資料、IRニュース等をIRサイトに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理本部を担当部署としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループは、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、株主、取引
先、従業員、社会等のステークホルダーに対する社会的責任を果たすことが重要であると
考え、コンプライアンス規程、内部者取引管理規程、反社会的勢力排除に関する規程等を
定めているほか、月1回コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスを重視した経営
管理体制の構築に努めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 今後検討すべき事項と考えております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社グループは、適時適切な会社情報を広く公表することが、株主の皆様をはじめ、全て
のステークホルダーの意思決定において重要であると認識しております。このため、当社
グループでは、IRサイトや説明会等の充実を図ることにより、積極的に情報提供を図ってま
いります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社グループでは、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、以下のとおり、「内部統制システムに関する基本方針」及び各種社内規程を
定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。そのうえで、内部統制が有効に機能していることを検証するため、内
部監査室及び監査役会による継続的な監査を行っております。

また、当社グループでは、法令遵守はもちろんのこと、より公正かつ透明性の高い経営を実行するため、コンプライアンス委員会を設置しておりま
す。コンプライアンス委員会は、委員長である代表取締役並びに規程で定められた役職員で構成され、コンプライアンス施策の立案、実施、評価
及び遵守状況の取締役会への報告を行っております。

1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」「コンプライアンス規程」等を制定し、役職員はこれ

を遵守します。

(b)「取締役会規程」を始めとする社内諸規程を制定し、役職員の職務執行が法令及び定款に適合するように担保します。

(c) コンプライアンス委員会を設置し、全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを促すとともに、研修等を定期的に実

施することにより「コンプライアンス規程」等の周知徹底を行います。また、内部通報制度を確立し、不適切な行為の兆候もしくは不適切な行為を発
見した場合に報告・相談できるルートを確保します。

(d)役職員の職務執行の適切性を確保するため、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施します。ま
た、内部監査人は必要に応じて会計監査人と情報交換を実施します。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a)取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書または電
磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理します。



(b)文書取り扱い主管部署は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲覧に供せるように管理します。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る
リスク管理委員会を設置し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備します。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確

保します。

(b)毎月1回の定例取締役会に加え、取締役会の意思決定に資すること、多様なリスクを可能な限り把握し対応するために、事業部長会議を開催し
ます。

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関
する事項監査役が使用人を置くことを求めた場合においては、以下の事項を実施します。

(a) 監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。

(b) 当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとし、その

期間中の当該使用人の人事評価においても独立性に影響を与えないように実施する。

6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

(a) 取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。

(b)監査役への報告・情報提供は以下のとおり行います。

　・取締役会での報告、情報提供

　・各事業部長等のヒアリング時の報告、情報提供 等

7.当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

(a)取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。

(b)監査役への報告、情報提供は以下のとおり行います。

　取締役会での報告、情報提供

　各事業部長等のヒアリング時の報告、情報提供等

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)代表取締役及び内部監査人は、監査役と必要に応じて意見交換を行います。

(b) 監査役は、取締役会を始め、事業部長会議等重要な会議に出席し、重要な報告を受けとります。

(c) 監査役は、会計監査人とコミュニケーションを図ることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高めます。

9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置

(a) 当社グループは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、

「反社会的勢力排除に関する規程」を定めます。

(b)反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除するとともに、不当な要求を断固として拒否する
ことを基本方針とします。

(c) 反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より

情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方

(1) 当社グループの社内規程等に明文の根拠を設け、組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む

(2) 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する

2.反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況

(1) 「反社会的勢力排除に関する規程」において反社会的勢力に対する姿勢について明文化し、全職員の行動指針とする

(2) 反社会的勢力の排除を推進するために総務部を管理部署としている

(3) 「反社会的勢力対応マニュアル」を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組む

(4) 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う

(5) 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組む

(6) 暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員に加入し、情報収集と社内への情報共有を行う

(7) 取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる条項を盛り込む

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


